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第１ はじめに                          

近年急速に進む少子化は、学校教育の在り方に大きな影響を及ぼしており、また児童

虐待、ヤングケアラー、貧困など子どもの抱える困難は多様化・複雑化し、学校を取り

巻く環境が大きく変化し、求められる役割が拡大していく中で、教職員の多忙化が問題

となっています。 

 

こうした現状を踏まえ、岩手県教育委員会では、平成 30 年度に「岩手県教職員働き

方改革プラン」を、令和３年度に「岩手県教職員働き方改革プラン（2021～2023）」

を、それぞれ取組期間を３年間とする計画として策定し、学校の働き方改革の推進に向

けた取組を実施してきました。 

その結果、時間外在校等時間が月 100 時間以上となる長時間勤務の教員は減少しつつ

ありますが、依然として、時間外在校等時間が月 45 時間を超えている教員の割合は高

い水準であり、また月 80 時間以上勤務する教員も少なからず存在しています。また、

プラン期間中における業務への充実感や健康面での安心感を測るために行った教職員へ

のアンケートでは、教職員の肯定的実感が令和３年度から令和５年度にかけて減少して

いるという結果でした。 

学校における働き方改革を推進していくことは、県教育行政の最重要課題と捉えてお

り、より一層の長時間勤務の縮減に向けて実効性をもって継続的に取組を進めていくた

めにも「岩手県教職員働き方改革プラン」を改定することとしました。  

 

本プランの目指すべき働き方改革の方向は、教職員のこれまでの働き方を見直し、長

時間勤務の是正を図ることで教職員の健康を守ることはもとより、日々の生活の質や教

職員人生を豊かにするなど教職員のウェルビーイング※を確保するとともに、自らの人

間性や創造性を高め、子どもたちの理解に努めながらより良い教育を行うことができる

ようにすることです。 

長時間勤務の縮減のみを目的とする「働き方改革」から、日々の生活の充実，教職員

人生を豊かにするワーク・ライフ・バランスの向上の視点も含めた「働き方改革」を進

めていく必要があります。 

子どもたちのためであればどんな長時間労働も良しとするという働き方は、教職員に

おける崇高な使命感から生まれるものでありますが、そのような働き方の中で、教職員

自身が疲弊していくのであれば、それは真の意味で「子どものため」にはなり得ません。

教職員が日々の生活の質や教職員人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高

め，子どもたちに対して効果的な教育活動を行うこと、これこそが学校の働き方改革の

目的と考えています。 

優秀な若者にこれからも教職員を志してもらうためにも、教職員の仕事をより魅力的

なものにしていく必要があります。 

 

県教育委員会は、県立学校、市町村教育委員会と連携し、保護者や地域の方々など関

係者皆様の理解をいただきながら、本プランに定める学校の取組支援や、教職員の負担

軽減のための環境整備、健康確保等における各取組について全力で取り組んでいきます。 

岩手県教育委員会   

***************************************************************************************************** 

※ ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良い状態であることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の

意義など将来にわたる持続的な幸福を含むものである。（教育振興基本計画（令和５年６月 16 日閣議決定）） 
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第２ プラン策定の趣旨                         

 １ プランの位置付け 

  ○ 本プランは、学校における働き方改革の実現に向けて、県立学校及び県教育委

員会のそれぞれが実施する取組と目標を示すとともに、市町村教育委員会におい

ても、市町村立学校の働き方改革の実現に向けて、学校とともに取り組んでいた

だきたい内容を示したものです。 

 

○ 県教育委員会と市町村教育委員会が連携しながら、それぞれの目標に向け、学

校とともに取組を進めることにより、県内の学校全体の働き方改革の実現を目指

します。 
 
 

２ プランの目的 

 〇 本プランの目的は、このプランにおける取組を通じて、教職員のこれまでの働き

方を見直し、長時間勤務の是正を図ることで教職員の健康を守ることはもとより、

日々の生活の質や教職員人生を豊かにするなど教職員のウェルビーイングを確保す

るとともに、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちの理解に努めながら、より

良い教育を行うことができるようにすることです。 

 

 ○ 学校における働き方改革を実現することにより、岩手の未来を担う大切な子ども

たちに、質の高い教育を持続的に提供することにつなげていきます。 
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第３ 前プランに基づく取組                                  

前プラン期間である令和３年度から令和５年度までの３か年度においては、県立学校、県教育委員会、市町村教育委員会・市町村

立学校の各主体において、以下の働き方改革の取組を実施してきました。 

 

Ⅰ 県立学校の取組 

大項目 具体的取組 前プランの取組状況（〇）と課題（●） 

(１) 

管理職員の

適切なマネ

ジメントの

推進 

① 学校のアクションプラン

の推進 

 

 

〇 県立学校において、プランの内容を踏まえ、それぞれの取組目標や具体的取組を含むアクションプ

ランを策定し、各校がその実状に応じ、主体的に取組を進めています。 

【県公式ホームページ】https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/ippan/gyousei/1060019.html 
 

● 県立学校の中でも設定目標や当該目標を踏まえた取組内容及び取組に向けた対応に、差が生じてい

ます。 

② 長時間勤務者の要因分析

の実施 

 

○ 管理職員は、人事面談等の機会を捉え、教職員と自校における時間外在校等時間の状況を共有する

とともに、各学校で実践する働き方改革の取組について意見交換を実施しています。 

  時間外在校等時間が慢性的に月 80 時間以上の教職員に対しては、その要因の把握を行うとともに、

業務分掌の見直し、業務スクラップ等による改善の方向性を話し合い、時間外在校等時間が月100時間

以上の教職員については、産業医による保健指導を必須とし、管理職員は、毎月その指導内容を踏ま

えながら、個々の教職員の長時間勤務の要因分析と改善の検討を行ってきました。 
 

● 時間外在校等時間が月 100 時間以上の教職員数は減少していますが、月 80 時間以上の教員の割合

は、令和２年度以降ほぼ横ばいとなっています。 

③ 部活動の適正化 

 

○ 県立学校の各部活動において、管理職員は「学校の部活動に係る活動方針」（以下「活動方針」と

いう。）の休養日及び活動時間に関する基準に基づく活動を行うことを推進するとともに、複数顧問

や部活動指導員の配置を推進し、適切な部活動の運営及び管理に係る体制の構築に取り組んできまし

た。 
 

● コロナ禍においては、感染拡大防止のため部活動の時間や方法などが制限されていましたが、５類

感染症への移行後においては、コロナ禍前と同様に部活動が再開され、これに伴い部活動に係る時間

外勤務の増加が懸念されます。 
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(２) 

教職員の健

康管理 

① 長時間勤務者の要因分析

の実施（再掲） 

（１）②に同じ。 

 

 

② 衛生委員会の効果的活用 

 

〇 衛生委員会を開催した県立学校数が増加しています。 
 

● 一部の県立学校においては、衛生委員会を開催しているものの開催回数は少なく、また開催した場

合であっても形式的な開催にとどまり、効果的な活用までには至っていないと認識しています。 

(３) 

学校におけ

る業務改善

の推進 

① 学校行事等の見直し 

 

○ コロナ禍において感染症対策として実施した、行事の開催見送り、規模縮小、隔年開催などの各種

見直しを継続している事例があります。 
 

● コロナ禍後、コロナ禍においては不要としていた活動が、その必要性を十分に検討することなく再

開している事例が見受けられます。 

② 会議の効率化 

 

○ コロナ禍において感染症対策として実施したリモート会議の開催や説明内容の精選など継続して取

組を行っている事例があります。 
 

● コロナ禍において感染症対策として実施していた会議の規模縮小や精選等について、新型コロナウ

イルス感染症が５類感染症に移行したことに伴い、その必要性を十分に検討することなく、コロナ禍

前の開催規模、方法に戻っている事案が見受けられます。 

 

(４) 

学校及び教

員が担う業

務 の 明 確

化・適正化

等の推進 

① 団体業務の負担軽減 

 

〇 部活動関係団体、ＰＴＡ等に対して、学校及び教員が担う業務の明確化・適正化や、適切な役割分

担を進められるよう、各団体に理解を得られるよう努めています。 
 

● 理解醸成に至るまでの周知・情報提供等の努力が一層求められています。 

② コミュニティ・スクール

の導入の推進 

 

○ 地域人材による部活動指導、登下校の見守り、学習支援のバックアップなど、教職員の負担軽減を

含め、学校と地域とが一体となった学校づくりを推進できるよう、コミュニティ・スクールの導入を

積極的に推進してきました。（県立学校導入実績：R３年度８校→R５年度 64 校） 
 

● コミュニティ・スクールの導入に関しては、地域、他機関等と様々な調整を行う必要があり、導入

段階における業務負担増が課題と認識しています。 
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Ⅱ 県教育委員会の取組 

１ 学校の取組支援 

大項目 具体的取組 
対象校種 前プランの取組状況 

県立 小中 令和３年度 令和４年度 令和５年度（R5.12.31 現在） 

(１) 

先 進 的

取 組 の

普及 

①働き方改革事例集の作成 

 

〇 ◯ ・令和３年９月に改訂した「働き方改革事例集（県立学校編）（市町村立学校編）」について、各教育事

務所や市町村教育委員会における各種研修会やメルマガ（下記④）等で周知に努めてきました。 

②学校給食費の公会計化の推進  ◯  

 

・公会計を実施する市町村 

（※全額無償化の３町村を含む）

→ 27 市町村 
 

 

 

・公会計を実施する市町村 

（※全額無償化の５町村を含む）

→ 28 市町村 
 

 

 

・公会計を実施する市町村 

（※全額無償化の 10 市町村を含む）

→ 31 市町村 
 

③教員等のワーキンググループ

によるスクラップアンドビルド

の提案内容の実施 

〇 〇 ・ワーキンググループの提案内容等について、「働き方改革事例集」改訂版の作成（上記①）やメルマガ

配信（下記④）により周知しています。 

④先進事例のメルマガ配信 

 

〇 〇 ・メルマガ配信実績 

「実践！わたしたちの働き方改革 

Vol 17～22」（６回配信） 

・メルマガ配信実績 

「実践！わたしたちの働き方改革 

Vol 23～28」（６回配信） 

・メルマガ配信実績 

「実践！わたしたちの働き方改革 

Vol 29～34」（６回配信） 

(２) 地域・保護者の理解醸成 

 

〇 〇 ・ＰＴＡ会報誌※において「働き

方改革プラン」の内容を掲載し

てもらい、地域及び保護者の理

解醸成に努めてきました。 

※岩手県ＰＴＡ連合会「ＰＴＡいわて（No.169）」 

 岩手県高等学校ＰＴＡ連合会「ポローニア（第 46 号）」 

・リーフレットを作成し、保護者

や地域住民の方々に教職員の置

かれている勤務実態や、働き方

改革の趣旨について理解いただ

き、地域・保護者の理解醸成に

努めてきました。 

・令和４年度に作成したリーフレ

ットについて、メルマガ配信

（上記(1)④）により周知して

きました。 

(３) 関係団体との連携 

 

〇 〇 ・上記（２）のＰＴＡ会報誌を活

用し「働き方改革プラン」につ

いて周知してきました。 

・上記（２）のリーフレットを岩

手県ＰＴＡ連合会主催の「ＰＴ

Ａリーダー研修会」（令和４年

７月開催）の提供資料として配

付し、保護者等の理解醸成に努

めてきました。 

 

・ 先進事例を情報提供する等、市町村の環境整備を支援しています。 
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２ 環境整備 

大項目 具体的取組 
対象校種 前プランの取組状況 

県立 小中 令和３年度 令和４年度 令和５年度（R5.12.31 現在） 

(１)  

チ ー ム

と し て

の 学 校

の推進 

① 少人数学級の拡充 

 

 〇 35 人学級を小中学校の全学年で実施しています。 

② 小学校専科指導の充実 

 

 〇 ・専科指導のための教員配置 

(152 校(兼務校を含む)・102 人) 

・専科指導のための教員配置 

(168 校(兼務校を含む)・117 人) 

・専科指導のための教員配置 

(153 校(兼務校を含む)・102 人) 

③ 教職員をサポートする専門

スタッフの配置 

〇 〇    

 スクールカウンセラー 

 

  ・県立、市町村立学校に配置

（367 校・72 人） 

・教育事務所に配置 

（巡回型カウンセラー８人） 

・県立、市町村立学校に配置

（361 校・73 人） 

・教育事務所に配置 

（巡回型カウンセラー７人） 

・県立、市町村立学校に配置 

（360 校・51 人） 

・教育事務所等に配置 

（エリア型カウンセラー14人） 

スクールソーシャルワーカー 

 

  ・各教育事務所に配置 

（６事務所・21人） 

・各教育事務所に配置 

（６事務所・24人） 

・各教育事務所に配置 

（６事務所等・18人） 

すこやかサポート職員・ 

学校生活サポート職員 

 

  ・すこやかサポート職員 

（31 校・31 人） 

・学校生活サポート職員 

（31 校・31 人） 

・すこやかサポート職員 

（30 校・30 人） 

・学校生活サポート職員 

（30 校・30 人） 

・すこやかサポート職員 

（30 校・30 人） 

・学校生活サポート職員 

（30 校・30 人） 

かがやきプラン推進事業支援員 

 

  ・県立高等学校に配置 

（37 校・37 人） 

・県立高等学校に配置 

（34 校・34 人） 

・県立高等学校に配置 

（32 校・34 人） 

教員業務等支援員 

 

  ・県立学校に配置 

（35 校・35 人） 

・県立学校に配置 

（35 校・35 人） 

・県立学校に配置 

（33 校・33 人） 

スクールサポートスタッフ 

 

  [通常分] 

→市町村立学校に配置(７校・７人) 

[緊急分：新型コロナ対策] 

→市町村立学校に配置(167校・167人) 

→特別支援学校に配置(15 校・15 人) 

 

[通常分] 

→市町村立学校に配置(７校・７人) 

[緊急分：新型コロナ対策] 

→市町村立学校に配置(166校・166人) 

→特別支援学校に配置(15 校・15 人) 

 

[通常分] 

→市町村立学校に配置(７校・７人) 

[緊急分：新型コロナ対策] 

→市町村立学校に配置(166校・166人) 

→特別支援学校に配置(15 校・15 人) 
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④ 事務の共同実施の推進 

 

 〇 ・全市町村で共同実施を実施

（うち共同学校事務室は３市町で実施）

・全市町村で共同実施を実施

（うち共同学校事務室は３市町で実施）

・全市町村で共同実施を実施

（うち共同学校事務室は９市町で実施）

⑤ 登下校に関する関係機関・

地域との連携強化 

 〇  

 

スクールガード・リーダーの配置 

→ 15 市町村 27名 
 

 

 

スクールガード・リーダーの配置 

→ 15 市町村 29名 
 

 

 

スクールガード・リーダーの配置 

→ 15 市町村 29名 
 

(２) 

制 度 等

改善 

① 統合型校務支援システムの

在り方の検討等 

〇 〇 ・岩手県学校教育 ICT 推進協議会→３回開催 

・統合型校務支援システム検討 WG→６回開催  

・岩手県学校教育 ICT 推進協議会→３回開催 

・統合型校務支援システム検討 WG→11 回開催 

・岩手県学校教育 ICT 推進協議会→2 回開催 

・統合型校務支援システム検討 WG→9 回開催 

② 各種の学習状況調査の改善 

 

〇  〇県学習定着度状況調査(10/6 実施) 

・小５（国・算）、中２（国・

数）、質問紙調査について、児

童生徒・学校からオンラインに

よる回答 

〇結果分析資料の早期フィードバック 

・教科調査と児童生徒質問紙のク

ロス集計を 10/29 に発出 

〇県学習定着度状況調査(10/5 実施) 

・小５（国・算）、中２（国・

数）、質問紙調査のうち、学校

質問紙についてはオンラインに

よる回答 

〇結果分析資料の早期フィードバック 

・教科調査と児童生徒質問紙のク

ロス集計を 11/10 に発出 

〇県学習定着度状況調査(10/4 実施) 

・小５（国・算）、中２（国・

数）、質問紙調査のうち、学校

質問紙についてはオンラインに

よる回答 

〇結果分析資料の早期フィードバック 

・教科調査と児童生徒質問紙のク

ロス集計を 12/27 に発出 

③ 多忙化解消の視点を持った

研究指定の実施 

 

〇  ・国、県、市町村指定校の総数 

小学校 40校、中学校 22校 

合計  62 校 
 

・国、県、市町村指定校の総数 

小学校 33校、中学校 20校 

合計  53 校 
 

・国、県、市町村指定校の総数 

小学校 37校、中学校 26校 

合計  63 校 
 

④ 初任者研修制度の見直し 

 

〇 〇 〇 校外研修 

・校外研修について、R２年度まで 17 日間だった期間を R3 年度には 15日間に縮減。（小・中・県立） 

〇 校内研修 

・校内研修について、年 180 時間程度を R3年度から年 150 時間程度に縮減。（小・中・県立） 

（教職大学院修了者は年 95 時間程度を年 75時間程度に縮減。） 

⑤ 教員等のワーキンググループ

によるスクラップアンドビルド

の提案内容の実施(再掲) 

〇 〇 １（１）③に同じ。 

⑥ 県教育委員会が実施する会

議・調査等の削減 

 

〇 〇 ・会議等の削減等の状況 

(研修)R3 実施→R4 実施せず：９研修 

(調査)R3 実施→R4 廃止：３調査 

・会議等の削減等の状況 

(研修)R4→R5 規模縮小：７項目 

(調査)R4 実施→R5 廃止：３調査 

・会議等の削減等の状況 

(研修等)R5→R6 廃止：５項目 

(調査等)R5 実施→R6廃止：２調査 

・ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業により、スクールガード・リーダーの配置や学校安全ボラ
ンティアによる見守り活動を支援していること 
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⑦ 県立学校におけるＩＣＴ環

境整備 

 〇 ・ 全県立学校に、無線ＬＡＮ

（Ｗｉ-Ｆｉ）、大型提示装置

（プロジェクター）、及び児童

生徒用１人１台端末（高校は公

費７割、ＢＹＯＤ３割）を整備 

・ ＧＩＧＡスクールサポーター

を民間委託により４名配置 

・ 総合教育センターでＩＣＴ活

用研修を 78 講座実施 

・ 全県立学校に、可搬型無線Ａ

Ｐ、置き型ルータ、大型提示装

置（プロジェクター）、及び指

導者用端末を整備 

・ ＧＩＧＡスクール運営支援セ

ンターを民間委託により設置 

・ 県採用のＩＣＴ支援員を配置 

・ 総合教育センターでのＩＣＴ

活用研修を 79 講座実施 

・ 通信環境の改善のため、全県

立学校の回線増強工事を実施 

・ ＧＩＧＡスクール運営支援セ

ンターを民間委託により設置 

・ 県採用の学校ＤＸ支援リーダ

ーを配置 

・ 総合教育センターでのＩＣＴ

活用研修を 78 講座実施 

( ３ )部

活 動 の

適 正 な

運営 

① 部活動指導員の配置 

 

〇 〇 ・市町村立学校  106 人 

・県立学校      78 人 

・市町村立学校  108 人 

・県立学校     92 人 

・市町村立学校   139 人 

・県立学校    103 人 

② 「岩手県における部活動の

在り方に関する方針」の徹底 

〇 〇 ・県立学校、市町村教育委員会に対して、方針の周知と共通理解を徹底してきました。 

 

③ 中学生スポーツ・文化活動

に係る研究会の提言を踏まえ

た実践 

 〇 ・提言について公表（R3.5.17 県総合教育会議）し、当該提言の周知及び普及啓発を行っています。 

 

④ 地域部活動推進のための実

践研究  

〇 〇 ・地域部活動推進実践研究事業 

取組団体（岩手町・葛巻町） 

 

・地域部活動推進実践研究事業 

取組団体（岩手町、葛巻町、大

船渡市スポーツ協会） 

・地域スポーツ活動体制整備事業 

 取組団体（盛岡市、宮古市、大

船渡市、西和賀町、九戸村） 

(４) 

勤 務 時

間 の 適

正管理 

① タイムカード等による客観

的な勤務時間把握 

  

〇  ・全県立学校において、タイムカード等による客観的な勤務時間把握を継続しています。 

（県内市町村教育委員会においては R4 年度から、全ての市町村教委においてタイムカード等による客観的

な勤務時間把握を行っています。） 

② 夏季・年末年始の学校閉庁

日の設定  

〇  ・ 学校閉庁日の設定を推奨する期間において、夏季は少なくとも４日程度、年末年始等は少なくとも６

日程度を学校閉庁日とする旨通知を発出し、学校閉庁日の設定を推奨しています。 

 

③ 留守番電話等による時間外

対応の推進  

〇  ・県立学校における留守番電話の

導入校数（76 校） 

・県立学校における留守番電話の

導入校数（77 校） 

 ⇒全県立学校で導入 

（R４に同じ） 
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３ 健康確保 

大項目 具体的取組 
対象校種 前プランの取組状況 

県立 小中 令和３年度 令和４年度 令和５年度（R5.12.31 現在） 

(１)  

労 働 安

全 衛 生

体 制 の

確 立 及

び 効 果

的活用 

① 小中学校労働安全衛生管理

研修会の実施 

 〇 ・書面開催 

（新型コロナ感染症感染拡大防止

のため） 

・県内４会場で研修会を開催 ・県内４会場で研修会を開催 

② 県立学校等安全衛生管理者

研修会の実施 

〇 〇 ・書面開催 

（新型コロナ感染症感染拡大防止

のため） 

・集合形式で研修会を開催 

 

・集合形式で研修会を開催 

 

(２) 

心 と か

ら だ の

健 康 対

策 

① 長時間勤務者への産業医に

よる保健指導の強化 

 

 

〇  《産業医への報告》 

・時間外勤務時間が月 80時間以上の教職員について、学校から産業医へ必須報告としています。 

《産業医による保健指導》 

・時間外勤務時間が月 80時間以上の教職員については、本人の希望により実施しています。 

・時間外勤務時間が 100 時間以上の教職員については、必須として実施しています。 

《市町村立学校への働きかけ》 

・県立学校等安全衛生管理者研修の研修資料等により働きかけを実施

しています。 

《市町村立学校への働きかけ》 

・研修資料の他、労働安全衛生体

制整備に関する通知を発出し、

働きかけをしています。 

 

② 専門医によるメンタルヘル

ス相談窓口の設置 

〇 〇 ・専門医（精神科医）によるメンタルヘルス相談窓口を設置し、メンタルヘルスにおける不調の早期発見

等に努めています。 
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Ⅲ 市町村教育委員会・市町村立学校の取組 

（１）市町村教育委員会独自の「学校の働き方改革に係るプラン（実施計画等）」の策定状況（県教育委員会事務局教職員課調べ） 

 
令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

（R5.12.31 時点） 

策定市町村数 14 市町村 11 市町村（累計 25市町村） ３町村（累計 28 市町村） 

 

（２）令和５年 10月１日時点で、客観的な方法での在校等時間の把握が不十分（※）の教育委員会 

   （令和５年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査 文部科学省調査） 

 回答自治体 

①令和５年内に準備の上、令和５年度中に開始する  

②令和５年度中に準備の上、令和６年度中に開始する 葛巻町、野田村 

③令和６年度中に準備の上、令和７年度中に開始する 矢巾町 

④令和６、７年度中に準備の上、令和８年度以降から開始する 金ケ崎町、釜石市 

（※）在校等時間の把握が不十分⇒「校外において校務として行う業務の時間について客観的に把握していない」又は「土日や祝日などに校務として行う業務の時間を

客観的に把握していない」こと 
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第４ 前プランにおける目標達成状況              

１ 目標の達成状況 

≪定量的目標≫ ～ 県立学校の教員の時間外在校等時間の縮減 ～ 

 

  目標１ 時間外在校等時間月 100 時間以上の者をゼロ 

  (１) 内容 

時間外在校等時間が月 100 時間以上の者を令和３年度からゼロにする。 

 

(２) 結果     令和５年第２四半期までの実績において、目標達成に至って 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度（※） 

時間外在校等時間月 100 時間以上の延人数 ７１人 ２１人 ７人 

    （※）令和５年度は第３四半期まで 

 

 

  目標２ 時間外在校等時間（週休日等の部活動従事時間を除く）月 45 時間超、年

360 時間超の者の段階的縮減 

 (１) 内容  

時間外在校等時間（週休日等の部活動指導従事時間を除く）が月 45 時間超、年

360 時間超の者を下記のとおり段階的に縮減する。 

時間外在校等時間 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

月 45 時間超 令和２年度実績の

５割減 

令和２年度実績の

８割減 
ゼロ 

年 360 時間超 

 

(２) 結果 

時間外在校等時間 
令和２年度 

実績 

令和３年度 

実績 

令和４年度 

実績 

令和５年度（※） 

実績 

月４５時間超 
９．７％ 

(目標) ４．８％ 

(実績) ８．３％ 

(目標) １．９％ 

(実績) ８．４％ 

(目標)   ゼロ 

(実績) ７．８％ 

年３６０時間超 
２８．６％

(目標)１４．３％ 

(実績)２２．８％ 

(目標) ５．７％ 

(実績)２６．３％ 

(目標)   ゼロ 

(実績)    — 

 （※）令和５年度は第３四半期まで 
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≪定性的目標≫ ～ 業務への充実感や、健康面での安心感の向上 ～ 

  (１) 内容 

令和５年度において「授業や授業準備に集中できている」、「健康でいきいき

と業務を行っている」、「業務にやりがいを感じている」等の県立・市町村立学

校教職員の肯定的実感が、令和３年度の実施結果から向上することを目指します。 

（これらの実感の変化を把握するため、県立学校及び市町村立学校教職員へのアンケート調査を実施）  
 

(２) 結果 

 教職員へのアンケート調査結果によると、令和５年度の調査時点(R５.７)で、

令和３年度の実施結果から肯定的実感は減少しており（目標未達）、実感を伴う

実効性のある取組が求められます。 

〇 全校種教職員のうち抽出教職員を対象としたアンケート調査（R3～R5 県教育委員会実施） 

アンケート内容 
肯定的回答の割合 R3→R5 の状況 

（R5-R3） Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

１ 現在の業務にやりがいを感じていますか ８７．６％ ８７．３％ ８５．２％ △２．４ 

２ 授業や授業準備に集中できていると感じ

ていますか ５８．４％ ５８．２％ ５３．３％ △５．１ 

３ 健康でいきいきと業務ができていると感

じていますか ５７．２％ ５４．２％ ５０．７％ △６．５ 

 

２ これまでの取組の成果 

○ 「１ 目標の達成状況」のとおり、前プランに基づき各種取組を総合的に推進し

てきたことは、時間外在校等時間の縮減に一定の成果をもたらしました。 
 

【参考１】時間外在校等時間が月100時間以上の教員の延べ人数の推移        （単位：人） 

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 年間 

R1 242 504 166 219 154 154 220 62 57 61 15 3 1,857 

R2 7 5 12 24 3 6 28 1 4 0 1 7 98 

R3 7 37 3 8 3 0 9 1 1 1 1 0 71 

R4 1 13 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 21 

R5 1 1 0 1 0 0 0 0 4    ７ 

 
【参考２】 時間外在校等時間が月80時間以上の教員の延べ人数の推移           （単位：人） 

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 年間 (割合) 

R1 531 878 409 464 305 310 483 230 142 167 81 6 4,006 (8.8%) 

R2 46 85 84 228 123 121 360 67 57 37 25 71 1,297 (2.9%) 

R3 167 454 60 182 49 27 212 37 47 40 3 18 1,296 (2.9%) 

R4 102 287 68 141 46 56 218 25 30 27 11 48 1,059 (2.4%) 

R5 124 294 46 123 48 60 169 23 27      

備考：令和元年度から２年度に月 100・80 時間以上の教員の人数が著しく減少しているが、これは新型コロナウイル

ス感染症対策としての部活動の禁止、各種研修・行事等の見直しが大きく影響している。 
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３ 次期プラン（本プラン）に向けた課題 

 

〇  定量的目標の「時間外在校等時間の縮減」に関し、目標１（月 100 時間以上の者を

ゼロ）については、目標達成には至っていないものの、令和元年度の 1,857 人からは

大幅に縮減されています。一方、目標２（月 45 時間超、年 360 時間超の者の段階的

縮減）については、横ばいの状況であり引き続き目標達成に向けた取組が求められま

す。 

 

〇  定量的目標のうち目標１の達成状況と定性的目標のアンケート結果の状況が相反す

る結果となっています。 

これは、100 時間以上の長時間勤務者は逓減傾向にあり、80 時間以上の長時間勤務

者の人数も令和元年度の 4,006 人から令和２年度の 1,297 人と大幅に減少しているも

のの令和２年度以降は、ほぼ横ばいであり、また目標２の達成状況も横ばいとなって

います。 

こうした状況を踏まえると、教職員にとって、「現状の働き方」や「業務負担の改

善状況」について必ずしも肯定的実感を伴った状況とはなっていないと推測されるこ

とから、負担軽減や業務改善の実感を伴った、より実効性のある取組を進める必要が

あります。 

 

〇  令和２年度から令和５年度の途中までの時間外在校等時間の縮減の主な要因として、

新型コロナウイルス感染症対策に伴う業務見直し（部活動の禁止、各種研修・会議・

行事等の廃止等）による効果が考えられますが、令和５年５月に新型コロナウイルス

が５類感染症に移行したことにより、再びコロナ禍前の働き方に戻る懸念があり、今

一度真に必要な業務は何かという視点をもって、教育委員会及び学校ともに業務の削

減に努めていく必要があります。 

 

〇  「岩手県教職員働き方改革プラン（2021～2023）」において、県教育委員会と市町

村教育委員会の役割を明記しましたが、令和５年 12 月時点で独自のプラン等を策定

していない町村があることや、同年 10 月時点において客観的な方法での在校等時間

の把握が不十分な市町村があること（P10 参照）から、市町村教育委員会においても

管内学校の働き方改革の推進に係る取組姿勢や内容に差があると認識しています。 

県内学校全体の働き方改革を推進していく観点から、県教育委員会として、市町村

教育委員会と連携して全県統一の統合型校務支援システムの導入などの勤務環境整備

を進めていくほか、市町村教育委員会に対する研修会の実施、先進的取組の周知、働

きかけなど市町村の取組の支援について、より一層努めていく必要があります。 
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第５ 学校（教職員）を取り巻く環境変化                          

１ 少子化の進行と子どもの抱える困難の多様化・複雑化 

・ 本県を含む全国の少子化の進行は深刻さを増しており、過去 10 年間で公立小中学校の学

校数や児童生徒数は全国で約１割減少しているなど、学校教育の在り方にも大きな影響を

及ぼしています。 

・ また、特別支援教育の対象となる児童生徒や外国人児童生徒の増加、不登校児童生徒の

増加などに対して、適切な支援が求められているとともに、児童虐待、ヤングケアラー、

貧困など、子どもの抱える困難は、これまで以上に多様化・複雑化しており、これに応じ

子どもたちを支える教職員の対応の困難さも一層増しています。 

 

２ 教育 DX の推進とその対応 

・ ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末環境において、教育デジタルトランスフォー

メーション（ＤＸ）を推進し、デジタル技術とデータを活用した知見の共有と新たな教育

価値の創出を目指すことが不可欠となっていることから、これら技術の活用に際し、学校、

教職員も対応していく必要があります。 

 

３ 長時間勤務の教員が多い実態と教員不足 

・ 国が行った平成 28 年度教員勤務実態調査と比較して、令和４年度実施の勤務実態調査の

速報値では、教員の時間外在校等時間の状況は、一定程度改善したことが明らかとなった

一方で、この間、環境整備を進めてきたにもかかわらず、依然として、長時間勤務の教員

が多いという勤務実態も明らかとなったことを認識する必要があります。 

・ 加えて、大量退職・大量採用などの状況の中で全国的に教員不足が指摘されており、危

機感を持って受け止め、「教職員の働き方改革」をはじめ、教職の魅力向上に向けた取組

を進めていく必要があります。 
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第６ プランの期間                        

令和６年度から令和８年度まで 

プラン策定後の学校を取り巻く環境変化や長時間勤務者の推移等を踏まえ、取組や目

標等の適切な見直しが可能となるよう、前プラン同様の３か年度の計画期間とします。 

 

 

 

 

第７ 教育委員会規則に定める時間外在校等時間の上限       

県教育委員会は、「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例」に基づき、「県立学校の教育職員の業務量の適切な管理のための措置等に関する

規則」（以下「規則」という。）を制定し、令和２年８月１日より教員の時間外在校等

時間の上限等に関し、以下のとおり定めています。 

 

【規則の概要】 

【原 則】 

県教育委員会は、教育職員の時間外在校等時間を次に掲げる時間の範囲内とする

ため、業務の量の適切な管理を行うものとする。 

・ １箇月について 45 時間 

・ １年について 360 時間 

 

【例 外】 

県教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅

な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務

を行わざるを得ない場合には、次に掲げる時間又は月数の範囲内とするため、教育

職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。 

・ １箇月における時間外在校等時間：100 時間未満 

・ １年における時間外在校等時間：720 時間 

・ １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、

４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の１

箇月当たりの平均時間：80 時間 

・ １年のうち１箇月における時間外在校等時間が 45 時間を超える月数：６箇月 
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第８ プランの目標                         

時間外在校等時間を規則に定める上限内とすることを段階的に実現するため、プラン

期間（令和６年度～令和８年度）における目標を下記のとおりとします。 

１ 【定量的目標】県立学校の教員の時間外在校等時間の縮減 

[目標１] 「時間外在校等時間が月 80 時間以上の者をゼロにすること」を目指す。 

【設定の考え方】 

〇 前プランにおける目標１（時間外在校等時間月 100 時間以上の者をゼロにする）について

は、目標達成には至っていないものの、その人数は大幅に縮減されていることから、次に達

成するレベルとして、以下の考え方に基づき「80 時間以上の者をゼロ」としたもの。 

・ 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）で、医師による面接指導対象として

「80 時間を超え、かつ疲労蓄積が認められる者」と規定していること。（第 52 条の２） 

・ 規則の例外規定（P15）に定める上限時間及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規

則（平成６年岩手県人事委員会規則第 30 号）で、他律的業務の比重が高い部署として勤務

する職員の複数月平均時間の上限時間が「80 時間」と規定されていること。（第７条の３

第１項第２号ウ） 

[目標２] 時間外在校等時間（週休日等の部活動従事時間を含む）が月 45 時間超、年

360 時間超の者を下記のとおり段階的に縮減する。 

時間外在校等時間 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

月 45時間超 前年度（R5 年度） 

実績より減少 

前年度（R6 年度） 

実績より減少※ 

前年度（R7 年度） 

実績より減少※ 年 360 時間超 

※ 令和７年度及び令和８年度においては、上記目標に「令和５年度実績より減少」の目標を加える。 
 

【設定の考え方】 

〇 「月 45 時間」、「年 360 時間」に週休日等の部活動従事時間を含むとする目標設定は、

本プラン第７の教育委員会規則において規定する「月 45 時間」、「年 360 時間」と同様で

あり、教員の負担軽減を趣旨とする働き方改革プラン目標として同じ基準を採用することが

より適切と考えるもの。 

〇 単に前年度実績より減少という目標設定では、「経年的な逓減」を達成することができな

い場合があるため、本プランの計画初年度の前年度（R５年度）の実績からの減少という目標

を加えるもの。 

 

【参考】 部活動業務における教員の負担について、経年での可視化を図りこれに応じた

対策を検討する観点から「週休日等の部活動従事時間を除く時間外在校等時間」

については、継続して集計し、現行プランから縮減率を変更した以下の実現に向

けた取組を推進します。 
 

時間外在校等時間 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

月 45時間超 
令和５年度実績から令和８年度に向けて△10％縮減 

年 360 時間超 



17 
 

２  【定性的目標】業務への充実感や健康面での安心感の向上、教職員のウェルビーイングの確保  

  令和８年度において、以下の項目に係る肯定的実感が、令和６年度から向上する 

ことを目指します。     

  これらの実感の変化を把握するため、県立・市町村立学校における教職員へのア 

ンケートを毎年度実施します。 

 

【目標に関連するアンケート項目】 

 ・「授業や授業準備に集中できている」 

 ・「健康でいきいきと業務を行っている」 

 ・「業務にやりがいを感じている」 

 ・「自分の家庭のための時間を十分に確保できている」 

 ・「自分自身の自由な時間を確保できている」 
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第９ 具体的取組                        

県立学校、県教育委員会、市町村教育委員会・市町村立学校の各主体において、以下

の取組を展開します。 

 

 

 県立学校の働き方改革については、県立学校が主体となって実施する以下の取組を県教

育委員会が実施する取組（P20～）と両輪となって進めます。 

１ 管理職員の適切なマネジメントの推進                           

① 学校のアクションプランの推進 

  ○ 県立学校において、本プランの内容を踏まえ、それぞれの取組目標や具体的取組

を含むアクションプランを策定し、各校がその実状に応じ、主体的に取組を進めま

す。 

 

 ② 長時間勤務者の要因分析の実施 

  ○ 管理職員は、毎年度、人事面談の機会を捉え、全教職員と自校における時間外在

校等時間の状況を共有するとともに、各学校で実践する働き方改革の取組について

意見交換を実施します。 

    また、時間外在校等時間が慢性的に月 80 時間以上の教職員については、その要

因の把握を行うとともに、業務分掌の見直し、業務スクラップ等による改善の方向

性を話し合います。 

   

 ③ 部活動の適正化 

  ○ 管理職員は、「学校の部活動に係る活動方針」の休養日及び活動時間に関する基

準に基づく活動を行うことを推進します。また、複数顧問の配置や部活動指導員の

活動を推進するとともに、適切な部活動の運営及び管理に係る体制の構築に取り組

むなど適切なマネジメントを行います。 

 

２ 教職員の健康管理                            

① 長時間勤務者の要因分析の実施（再掲） 

  １②に同じ。 

② 衛生委員会の効果的活用 

○ 衛生委員会を機能的に活用し、教職員ごとの時間外在校等時間の状況を共有する

とともに、働き方改革の取組の方向性や具体的な業務削減の内容について議論する

など、各校の実効的取組につなげます。 

 

Ⅰ 県立学校の取組 
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３ 学校における業務改善の推進                     

① 学校行事等の見直し 

○ 新型コロナウイルス感染症対策として実施した、行事の開催見送り、規模縮小、

隔年開催などの各種見直しについて、５類感染症移行後、単にコロナ禍前の業務の

やり方に戻すのではなく、真に必要な業務は何かという視点から必要性を十分に見

極めた上で、今後も継続可能な見直しを検討・実施します。 

 

② 会議の効率化 

○ コロナ禍における先進事例等を踏まえ、ネットワーク利用による資料印刷の省略、

説明項目の精選など会議時間の短縮に係る方法やリモート会議による移動時間軽減

により、教員が教員でしかできない業務等に集中するための時間を作り出します。 

 

４ 学校及び教員が担う業務の明確化・適正化等の推進                           

① 団体業務の負担軽減 

  ○ 部活動関係団体、ＰＴＡ、同窓会等の事務局業務について、学校及び教員が担う

業務の明確化・適正化や、適切な役割分担を進めるよう、各団体と連携・協議して

いきます。※ Ⅱ１(３)の取組と連動 

 

② コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 

○ 地域人材による部活動指導、登下校の見守り、学習支援のバックアップなど地域

とともにある学校づくりに係る各種教育活動の実施及び地域住民等との連絡調整を

行う地域コーディネーターの配置等により、教職員の負担軽減を含め、学校と地域

とが一体となった学校づくりを推進できるよう、コミュニティ・スクールの導入と

地域学校協働活動を一体的に推進します。 
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備考１： 新規は本プランからの新規事業、拡充は前プランからの取組を拡充するもの 

備考２： 令和７年度以降の取組内容は各年度の県予算編成において決定されるもの 

１ 学校の取組支援                            

(１) 先進的取組の普及 

①  働き方改革事例集の作成・周知（県立・小中） 

○ 県立学校・市町村立学校における働き方改革の先進的取組事例をとりまとめ、

または国等の他団体で作成した事例集等を周知し、学校間で共有することにより、

全県の学校への取組の波及を図っていきます。 

② 学校給食費の公会計化の推進 （小中） 

   ○ 学校給食費の公会計化に係る県内の取組状況や事例を各市町村教育委員会に情     

報提供するなど公会計化に向けた環境整備を支援します。 

 ③ 先進事例のメルマガ配信 （県立・小中） 

      ○ 県教育委員会の取組のほか、他の都道府県等における取組事例や、事例集にお

ける各事例等について、個別にわかりやすく順次紹介していくメルマガを配信す

ることで、先進的取組の周知・普及を図ります。 

(２) 地域・保護者の理解醸成 （県立・小中） 

○ 地域・保護者に対し、学校における働き方改革の趣旨についての理解醸成を図

るため、リーフレット等の学校での配架、ホームページ等での広報、ＰＴＡ会合

での出前説明を行うなど、学校及び教員が担う業務の明確化・適正化や、適切な

役割分担を進めます。 

(３) 拡充 関係団体・地域との連携（県立・小中） 

  ○ 部活動関係団体、ＰＴＡ、同窓会等の関係団体に対し、学校及び教員が担う業

務の明確化・適正化、適切な役割分担を進める観点から、当該団体に係る業務の

負担軽減などについて要請を行いながら、学校の働き方改革の実現に向けて当該

団体と連携していきます。 

 

 ○ 学校と警察の連携による「岩手っ子健全育成サポート制度」協定書を締結し、

児童生徒の問題行動・犯罪被害防止に係る相互連携を図っています。 

 

＜本プランにおける発展＞ 

 〇 学校・家庭・地域が連携・協働する仕組みづくりを推進し、幅広い地域住民等

の参画による多様な教育活動の充実に取り組むとともに、学校と地域をつなぐコ

ーディネート人材の配置を支援します。 

Ⅱ 県教育委員会の取組 



21 
 

２ 環境整備                              

(１) チームとしての学校の推進 

 ① 少人数学級の拡充 （小中） 

  ○ 本県では、平成 30 年度に少人数指導との選択制により、少人数学級（35 人学

級）を小学校５年生へ拡充、さらに、令和元年度に小学校６年生に拡充したこと

により、小中学校の全学年で少人数学級を実施しています。 

    引き続き、本プラン期間においても、小中学校の全学年での少人数学級を実施

していきます。 

 

 ② 小学校専科指導の充実 （小中） 

  ○ 教員の持ちコマ数を軽減し、教員が、児童生徒への指導や教材研究に注力でき

る環境を構築するため、専科指導のための教員配置を拡充します。 

 

 ③ 新規 産育休前補充の拡充（小中） 

  〇 産育休を予定する教職員について調査した上で、安心して産育休を取得でき、

また業務の円滑な引き継ぎを行うことが可能となるように、産前休暇に入る前に

補充者を配置します。 

  

 ④ 教職員をサポートする専門スタッフの配置 （県立・小中） 

  ○ 教職員が、児童生徒への指導や教材研究に注力できる環境を構築するため、引

き続き、教職員の事務作業の補助や、児童生徒に対する個別的できめ細やかな対

応を行う専門スタッフを配置します。 

◇ スクールカウンセラー  

   学校における教育相談体制の充実を図ることを目的として配置される、児童生徒の心理に

関して高度に専門的な知識・経験を有する職員 

◇ スクールソーシャルワーカー  

教育相談体制の充実を図ることを目的として配置される、社会福祉の専門的な知識・技術

を有する職員 

◇ すこやかサポート職員・学校生活サポート職員  

   児童生徒の学力向上や生徒指導の充実を目的とした教育活動の一環として、退職教職員や

教員免許の保有者等の多様な人材から成る職員 

◇ かがやきプラン推進事業支援員  

     障がい等によって特別な支援を必要とする生徒への個別的な対応を行うため、学校に配置さ

れる職員 

◇ 教員業務等支援員・スクールサポートスタッフ 

教職員の業務支援を図り、教職員が一層児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制

を整備することを目的として、教職員の事務の補助を行う職員 
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 ⑤ 新規 法務相談体制の整備（県立・小中）  

  ○ 学校の諸課題の速やかな解決と教職員の負担軽減が図られるよう、スクールロ

イヤーによる法務相談体制を整備します。 

 

 ⑥ 事務の共同処理の推進 （小中） 

   ○ 行政事務の専門性を強化し、教育活動へのきめ細やかな支援を行うことを目的

に実施している給与・旅費等の事務の共同実施を引き続き実施し、事務職員の負

担を軽減するとともに、事務処理の適正化や、学校間の連携強化等を図ります。 

 

 ⑦ 登下校に関する関係機関・地域との連携強化（小中） 

      ○ 地域住民、保護者等による登下校時の見守り等が広く行われることにより、学

校及び教職員と地域との適切な役割分担が一層推進されるよう、スクールガー

ド・リーダーの配置等を支援します。 

 

(２) 制度等改善 

 ① 拡充 統合型校務支援システムの整備等（県立・小中） 

      ○ 市町村立小中学校における教育の質の向上及び教職員の業務の軽減・効率化を

図るため、県と県内全市町村とで組織する「岩手県学校教育ＩＣＴ推進協議会」

において検討を進めてきた、県内統一の統合型校務支援システムについて、令和

６年度から順次導入を進めます。 

 

＜本プランにおける発展＞ 

○ 令和６年度から順次導入を進める県内統一の校務支援システムについては、シ

ステムを使用する教職員からの問い合わせ等に対応できるよう、運用委託事業者

によるヘルプデスク体制も用意し、円滑な導入を進めていきます。 

 

○ 県立高校における生徒情報等の各システムへの入力作業に係る負担の軽減を図

る観点から、生徒情報や調査書等の情報について、令和６年度から順次導入予定

となっている中学校の県内統一統合型校務支援システムから、県立高校の入試事

務運用処理システム及び校務支援システムにデータを受け渡す仕組みについて検

討を進めます。 

 

 ② 年間総授業時数の点検 （小中）  

  ○ 「公立小・中・義務教育学校における教育課程の編成・実施状況調査」を実施

し、年間総授業時数の状況を把握した上で、標準授業時数を大幅に上回る教育課

程を編成している学校については、当該学校を所管する教育委員会を通じて、教

育課程編成の改善が適切に行われるよう指導助言を行います。 
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 ③ 各種の学習状況調査の改善 （小中） 

  ○ 令和３年度以降の県学習定着度状況調査について、国語、算数・数学等の２教

科に精選して実施し、教員の採点・入力等の負担軽減、結果のフィードバックま

での時間短縮を図ることにより、各学校が調査結果の分析・活用に注力できるよ

う取り組みます。 

   

 ④ 多忙化解消の視点を持った研究指定の実施 （小中） 

  ○ 小中学校における教育の充実改善を目的に実施している、教育課程や学習指導

方法等に係る研究について、県教育委員会による指定の重点化・精選を進めると

ともに、各学校において、発表資料の簡素化、研究紀要の作成合理化、礼状の省

略等の取組を進めるよう、働きかけを行います。 

 

 ⑤ 研修体系の見直し （県立・小中） 

    ○ 基本研修の研修体系について、研修者の受講に伴う負担を軽減するため、各実

施機関が実施する研修内容の整理・精選や組み換え等、不断の見直しを実施して

いきます。 

 

 ⑥ 拡充 県教育委員会が実施する会議・調査等の削減 （県立・小中） 

○ 新型コロナウイルス感染症対策として実施した各種業務の見直しも踏まえなが

ら、学校を対象とする研修・会議・照会・調査等の削減・合理化を検討します。 

 

＜本プランにおける発展＞ 

〇 県教育委員会事務局が主体となって実施する各種業務について、県立学校・市

町村立学校の視点から削減できる業務等がないかどうか、県立学校及び市町村教

育委員会から意見を徴することにより事務局内部での業務等の削減に係る検討を

進めます。 

 

 ⑦ 県立学校におけるＩＣＴ環境整備 （県立）  

○ ＧＩＧＡスクール構想により整備したＩＣＴ機器の計画的な更新や、高速大容

量通信に対応したネットワーク環境の充実を図るとともに、総合教育センターに

おける教員向けＩＣＴ研修の充実等により、教員のＩＣＴ機器等の効果的な活用

を支援します。 
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(３) 部活動の適正な運営 

 ① 部活動指導員の配置 （県立・小中（※）） ※中学校に限る。 

  ○ 部活動を担当する教員の負担軽減及び部活動の質的な向上を図るため、中学校

及び高等学校への部活動指導員の配置を継続します。 

  〇 学校等における大会等の引率業務の負担を軽減するため、部活動指導員が引率

可能であることを周知します。 
 

 ② 適切な部活動休養日及び活動時間の徹底 （県立・小中（※））※中学校に限る。 

○ 「岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針」

に基づき、県立学校に対し、適切な部活動休養日及び活動時間の徹底を図ります。 

また、市町村教育委員会に対しては、市町村の方針に基づく適切な部活動休養

日や活動時間の遵守を促します。 
 

   ≪県の方針による基準≫ 

【中学校】 

・ 週当たり２日以上（平日１日以上、週末１日以上）の休養日を設ける。 

・ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日は３時間程

度とする。 
 

【高等学校】 

・ 週１日以上の休養日を徹底しながら、年間平均で週当たり２日以上の休養日

の設定に努める。 

・ １日の活動時間は、学校の特色及び種目等を考慮し、各学校において適切に

設定する。 
  

 ③ 新規 公立中学校における部活動の段階的な地域クラブ活動への移行（小中（※）） 

※中学校に限る。 

○ 「岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針」

に基づき、関係機関と連携し、地域によるスポーツ・文化芸術活動の段階的な体

制の整備を促進します。 

 

 (４) 勤務時間の適正管理 

 ① 拡充 タイムカード等による客観的な勤務時間把握 （県立・小中） 

   ○ 管理職員は、タイムカード等により把握した客観的な勤務時間をもとに、各教

職員が置かれている業務負担の状況を把握・分析し、教職員間の業務平準化、業

務のスクラップアンドビルド等の時間外在校等時間の縮減に向けた取組や、医師

の保健指導等による心身不調の未然防止に向けた取組など、適切なマネジメント

を実施します。 
 

○ タイムカード等により把握することが困難な週休日等の部活動指導従事時間は、

教員の長時間勤務の主な要因となっていることから、部活動指導手当の申請書や

活動記録等により管理職員が適正に把握します。 
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＜本プランにおける発展＞ 

○ 市町村教育委員会に対しても、適切に客観的勤務時間を把握し、把握したデー

タを効果的に活用するよう働きかけを行います。 

【参考】市町村教育委員会への働きかけの事例 

○ 「校外において校務として行う業務」や「土日や祝日などに校務として行う

業務」の時間について客観的に把握すること 

○ 時間外勤務の要因を分析し、解消する方策を話し合う機会の仕組化 等 

 

 ② 夏季・年末年始の学校閉庁日の設定 （県立） 

  ○ 仕事と休みのメリハリを設けることで教職員の疲労や心理的負担の軽減を図る

ため、夏季・年末年始に、緊急時の連絡体制を構築しつつ、学校閉庁日の設定を

実施します。 

○ 時間外在校等時間の縮減に効果的な取組であることに鑑み、令和３年度から学

校閉庁日の設定を推奨する期間や、基準日数（推奨期間において閉庁日を設定す

る最低限の日数）を拡大しています。 

○ また、市町村立学校においても同様の取組を行うよう働きかけを行います。 

 

③ 留守番電話等による時間外対応の推進 （県立・小中） 

○ 留守番電話を全県立学校に導入したことを踏まえ、その効果を紹介する等、市

町村立学校においても同様の取組を行うよう働きかけを行います。 

 

 (５) 教職員のハラスメント対策 

  ① マニュアル等を活用した職場研修の実施（県立・小中） 

○ 「岩手県教職員コンプライアンス・マニュアル」（平成 18 年３月策定。平成

28 年 12 月最終改訂）に基づき、各職場において研修を実施しています。 
 
  ② ハラスメントに関する相談・苦情窓口の設置（県立・小中） 

○ 毎年度ハラスメントに関する相談・苦情窓口を設置し、相談員による受付対応

を実施しています。 
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３ 健康確保                              

(１) 労働安全衛生体制の確立及び効果的活用 

  ① 小中学校労働安全衛生管理研修会の実施 （小中） 

  ○ 市町村立学校における労働安全衛生体制の整備を推進するため、県内の市町村

立学校の管理職員を対象に、体制整備の支援・助言を内容とする研修会を実施し

ます。 
 

② 県立学校等安全衛生管理者研修会の実施（県立・小中） 

○ 各学校における安全衛生管理活動の充実や、市町村立学校における労働安全衛

生体制の整備を推進するため、県立学校の衛生管理者及び市町村教育委員会の担

当者を対象に、先進的取組の普及や体制整備の支援・助言を内容とする研修会を

実施します。 

(２) 心とからだの健康対策 

  ① 拡充 長時間勤務者への産業医による保健指導の強化 （県立） 

○ 時間外在校等時間が月 80 時間以上の教職員については、学校から産業医への

報告を必須とし、産業医から適切な保健指導を行う体制を確保します。 

○ また、市町村立学校においても同様の取組を行うよう働きかけを行います。 

 

  ＜本プランにおける発展＞ 

〇 時間外在校等時間が月 100 時間以上の教職員に加えて、２～６か月の間におけ

る平均時間外在校等時間が月 80 時間以上の教職員についても産業医による保健指

導の対象とするよう見直します。 

   

② 専門医によるメンタルヘルス相談窓口の設置 （県立・小中） 

   ○ 専門医（精神科医）によるメンタルヘルス相談窓口を通年で設置し、メンタル

ヘルスの不調の早期発見及び症状緩和のための相談体制を確保します。 
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４ 関連する取組（教員の人材確保）                             

（１） 教職の魅力発信 

  ① 採用説明会の拡充（オンラインガイダンスの実施） 

    採用説明会については、訪問形式のみならず、オンライン形式での説明会を行う

ことなどにより、教員志望者の掘り起こしを行い優秀な人材の確保に努めます。 
   

② 新規 ペーパーティーチャーを対象とした説明会の実施 

    ペーパーティーチャー（教員免許を保有しているが、現在教職には就いていない

者）を対象に、岩手県の教員として働くことの魅力や勤務条件等に関する説明会を

実施することにより、教員の確保につなげます。 
 

（２） 受験しやすい環境整備 

  ① 新規 電子申請による受験申込 

    令和５年度より、教員採用試験について、オンラインでの申し込みを可能とし、

利便性を向上させることで、志願者が受験しやすい環境に努めます。 
 
  ② 受験年齢の引上げ 

    令和２年度実施の採用試験より、経験豊かな人材の確保のため、受験年齢制限を

満 49 歳以下から満 59 歳以下に引上げています。 
 
 

 

 

 
 

１ 学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進について                  

（１）「学校・教師が担う業務に係る３分類」を徹底するための取組 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考 「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）」 

（令和５年８月 28 日中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会）と県教委・県立学校の取組との関連 

【参考】３分類に基づく 14 の取組 
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３分類に基づく 14 の取組に対応する県教委・県立学校の主な取組 

 
 
 

14 の取組 県教委・県立学校の主な取組 （ ）取組内容記載頁 

①登下校対応 ⇒「登下校に関する関係機関・地域との連携強化」（P22） 

⇒「ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙと地域学校協働活動の一体的推進」（P19） 

②放課後等の見回

り、児童等が補

導された時の対

応 

⇒「地域・保護者の理解醸成」（P20） 

⇒再掲「ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙと地域学校協働活動の一体的推進」（P19） 

⇒「留守番電話等による時間外対応の推進」（P25） 

③学校徴収金の徴

収・管理 

⇒「学校給食費の公会計化の促進」（P20） 

④地域ボランティ 

 ア 

⇒「関係団体・地域との連携」（P20） 

⇒再掲「ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙと地域学校協働活動の一体的推進」（P19） 

⑤調査等への回答 ⇒「県教育委員会が実施する会議・調査等の削減」（P23） 

 

⑥休み時間対応 ⇒再掲「関係団体・地域との連携」（P20） 

⇒再掲「ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙと地域学校協働活動の一体的推進」（P19） 

⇒「教職員をサポートする専門スタッフの配置」（P21） 
⑦校内清掃 

⑧部活動 ⇒「部活動指導員の配置」（P24） 

⇒「適切な部活動休養日及び活動時間の徹底」（P24） 

⇒「公立中学校における部活動の段階的な地域クラブ活動への移

行」（P24） 

⑨給食時対応 ⇒再掲「関係団体・地域との連携」（P20） 

 

⑩授業準備 ⇒「県立学校におけるＩＣＴ環境整備」（P23） 

⇒再掲「教職員をサポートする専門スタッフの配置」（P21） 

⑪学習評価・成績

処理 

⇒「統合型校務支援システムの整備等」（Ｐ22） 

⇒再掲「教職員をサポートする専門スタッフの配置」（P21） 

⇒再掲「県立学校におけるＩＣＴ環境整備」（P23） 

⑫学校行事準備等 ⇒「学校行事等の見直し」（P19） 

⇒再掲「県教育委員会が実施する会議・調査等の削減」（P23） 

⑬進路指導 ⇒再掲「統合型校務支援システムの整備等」（Ｐ22） 

 

⑭支援が必要な児

童生徒・家庭へ

の対応 

⇒再掲「教職員をサポートする専門スタッフの配置」（P21） 

⇒「法務相談体制の整備」（P22） 
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（２）各学校における授業時数や学校行事の在り方の見直し 

  ○ 授業時数の点検 

  取組：「年間総授業時数の点検」（Ｐ22） 

 

  ○ 学校行事の在り方の見直し 

  取組：「学校行事等の見直し」（P19） 

「県教育委員会が実施する会議・調査等の削減」（P23） 

 

（３）ＩＣＴの活用による校務効率化の推進 

  ○ ＩＣＴ環境整備と活用 

  取組：「県立学校におけるＩＣＴ環境整備」（P23） 

     「統合型校務支援システムの整備等」（P22） 

 

２ 学校における働き方改革の実効性の向上等                     

（１）地域、保護者、首長部局等との連携協働 

  ○ 総合教育会議における協議・調整 

 参考：令和５年度第１回総合教育会議（R5.5.15 開催） 

→協議事項：「不登校対策」について 

    令和５年度第２回総合教育会議（R6.1.15 開催） 

     →協議事項：「次期岩手県教育振興計画（仮称）」について 

  

  ○ 過剰な苦情や不当な要求等の対応 

  取組：「法務相談体制の整備」（P22） 

 

（２）健康及び福祉の確保の徹底 

  ○ メンタルヘルス対策（予防や早期発見・対応等） 

  取組：「長時間勤務者への産業医による保健指導の強化」（P26） 

     「専門医によるメンタルヘルス相談窓口の設置」（P26） 

 

（３）学校における取組状況の「見える化」に向けた基盤づくり 

  取組：タイムカード等による客観的な勤務時間把握（P24） 
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○ 市町村立学校の働き方改革については、学校設置者である市町村教育委員会がその

取組を進めることが基本となります。 

 

○ 市町村教育委員会においては、本プランを参考に、同様のプラン、基本方針、実施

計画等を策定した上で、地域や保護者等外部の方々へ学校の現状を理解いただけるよ

う学校の現状や取組内容等に係る「見える化」に努めてください。 

また、プラン等においては、県全体における教職員の働き方改革の観点を踏まえな

がら、実状に応じた目標を設定し、取組を進めるなど、市町村立学校の働き方改革の

取組を推進いただきますようお願いします。 

 

○ 上記の立場を基本としつつ、以下の具体的取組について、各市町村教育委員会にお

いて、各市町村が設置する小中学校等に周知を図るとともに、各学校が適切に対応で

きるよう指導をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 県教育委員会としても、今後の国の動向を注視しつつ、その支援の内容・あり方を

検討していきながら、持続可能な教職員の勤務環境整備に向けて、下記の支援に取り

組んでいきます。 

また、市町村教育委員会に対する研修会の実施や、先進的取組の周知、効果的取組

の実施の働きかけなどを通じ、市町村教育委員会と連携し、一体となって県全体の働

き方改革の推進を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅲ 市町村教育委員会・市町村立学校の取組 

１ 学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進について 

（１）「学校・教師が担う業務に係る３分類」を徹底するための取組 

（２）各学校における授業時数や学校行事の在り方の見直し 

（３）ＩＣＴの活用による校務効率化の推進 

２ 学校における働き方改革の実行性の向上等 

（１）地域、保護者、首長部局等との連携協働 

（２）健康及び福祉の確保の徹底 

（３）学校における取組状況の「見える化」に向けた基盤づくり 

※ 上記内容については、県教委・県立学校の主な取組（P28～29）も参考にしてください。 

【県教育委員会による市町村立学校への支援】 

・ 教職員定数の改善、支援スタッフの配置充実、教職員の処遇改善、教職員のなり

手確保、加配教員等の配置充実 
・ 学校のＩＣＴ機器を活用し、円滑な業務遂行を推進する取組 

・ 部活動の適切な運営のための体制整備に向けた取組 

・ メンタルヘルス相談窓口の設置、教職員の健康確保の取組 など 
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第 10 プランの推進                      

  プランの目的の実現に向けて、県内学校の教職員一人ひとりが計画内容を共有でき

るよう、県立学校及び市町村立学校に周知し、浸透を図っていきます。 

また、年度ごとに、取組の進捗状況や時間外在校等時間の推移の把握、目標の達成

状況の分析を実施し、毎年度、目標や具体的取組の見直しを行いながら、プランを着

実に推進します。 
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【参考資料１】 県立学校における教員の時間外在校等時間の状況      
 

(１) 教員１人あたりの月平均の時間外在校等時間（単位：時間） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度(※) 

高等学校 41.9 34.2 32.9 33.7 34.8 

特別支援学校 19.8 21.1 20.9 19.6 19.5 

県立学校全体 35.2 30.2 29.1 29.3 30.0 

 

(２) 時間外在校等時間が月 80 時間以上の教員の割合（単位：％） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度(※) 

高等学校 12.5 4.1 4.2 3.6 4.1 

特別支援学校 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

県立学校全体 8.8 2.9 2.9 2.4 2.8 

 

(３) (２)のうち、時間外在校等時間が月 100 時間以上の教員の割合（単位：％） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度(※) 

高等学校 5.8 0.3 0.2 0.1 0.0 

特別支援学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

県立学校全体 4.1 0.2 0.2 0.0 0.0 

 

(４) 時間外在校等時間（週休日等の部活動従事時間を含む）が月 45 時間超の教員の割合（単位：％） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度(※) 

高等学校 36.9 28.8 26.3 28.7 30.2 

特別支援学校 7.1 7.6 7.4 6.3 4.9 

県立学校全体 27.9 22.2 20.3 21.6 22.3 

 

(５) 時間外在校等時間（週休日等の部活動従事時間を含む） が年 360 時間超の教員の割合（単位：％） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度(※) 

高等学校  55.9 54.6 56.5 38.9 

特別支援学校  25.1 24.5 20.6 5.4 

県立学校全体  46.4 45.1 45.1 28.3 

 

※ 令和５年度は、第３四半期までの実績 
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【参考資料２】 教職員の病気療養状況               

 

(１) 引き続き 14 日以上療養した教職員（単位：人） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

県立学校 114 107 131 114 

市町村立学校 203 160 177 180 

県教委事務局 2 5 7 6 

全 体 319 272 315 300 

 

(２) (１)のうち精神疾患の者（単位：人） 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

県立学校 
39 

(34.2%) 

42 

(39.3%) 

64 

(48.9%) 

54 

(47.4%) 

市町村立学校 
104 

(51.2%) 

91 

(56.9%) 

100 

(56.5%) 

114 

(63.3%) 

県教委事務局 
1 

(50.0%) 

1 

(20.0%) 

4 

(57.1%) 

4 

(66.7%) 

全 体 
144 

(45.1%) 

134 

(49.3%) 

168 

(53.3%) 

172 

(57.3%) 

  ※ 括弧内は、(１)の人数に占める割合 
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【参考資料３】 国の動向                         

(１) 教員勤務実態調査（令和４年度）の集計（速報値）について（令和５年４月 28 日） 

 働き方改革の取組の進展を把握すべく、教育職員の勤務実態調査を行った上で、公立の

義務教育諸学校等教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法律第 77 号）の抜

本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずることが求められ

ていることを踏まえ、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況等を把握・分析することを

目的として実施した調査について、文部科学省が速報値として公表したもの。 

   

 

（抜粋） 
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 (２) 文部科学大臣から中央教育審議会へ諮問（令和５年５月 22 日） 

    文部科学大臣から、現在の学校を取り巻く環境を踏まえ、具体的な検討（①学校におけ

る働き方改革の在り方、②教師の処遇改善の在り方、③学校の指導・運営体制の充実の在

り方）を依頼するため中央教育審議会に諮問したもの。 
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(３) 中央教育審議会特別部会による緊急提言（令和５年８月 28 日） 

教師を取り巻く緊急整備について、直ちに取り組むべき事項として、中央教育審議会質

の高い教師の確保特別部会が、国、都道府県、市町村、各学校など、それぞれの主体がそ

の権限と責任に基づき主体的に取り組むべき内容について緊急的に提言を行ったもの。 
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【参考資料４】「岩手県教職員働き方改革プラン」推進会議          

本プランの策定にあたっては、学校関係者、関係団体の役員等で構成される「岩手県教

職員働き方改革プラン」推進会議を立ち上げ、検討を行ってきました。 

 

 

令和５年度「岩手県教職員働き方改革プラン」推進会議 構成員 

団体・所属名 職 氏名 

岩手県小学校長会 
常任理事（総務部長） 
（中野小学校長） 

前川 岳詩 

岩手県中学校長会 
会長 
（厨川中学校長） 

中屋  豊 

岩手県高等学校長協会 盛岡南高等学校長 田鎖 伸也 

岩手県特別支援学校連絡協議会 花巻清風支援学校長 小澤 千殖 

盛岡市教育委員会事務局 参事兼学務教職員課長 髙橋 長兵 

一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 会長 山下 泰幸 

岩手県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 川上 博基 

岩手県教職員組合 書記次長 川村  敦 

岩手県高等学校教職員組合 書記次長 髙橋 輝久 

岩手県教育委員会事務局教育企画室 
教育企画推進監 西野 文香 

予算財務課長 古川  敦 

〃 教職員課 

総括課長 大森 健一 

首席経営指導主事兼 
小中学校人事課長 

熊谷 治久 

首席経営指導主事兼 
県立学校人事課長 

駒込 武志 

〃 学校教育室 学校教育企画監 度會 友哉 

〃 保健体育課 首席指導主事兼総括課長 菊池 勝彦 

〃 生涯学習文化財課 首席社会教育主事兼総括課長 小澤 則幸 

 

 


